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当社グループは、経営理念の実現やグローバルでの事業展開において、人権尊重を重要な課題と認識しており、
社会におけるすべての人権を尊重し、事業活動を行うよう努めています。

詳細はウェブサイトをご覧ください。
人権への取り組み　http s ://ww w .mitsubishi-hc-capital.com/sustainability/social/index.html

　2011年に国連で採択された「ビジネスと人権に関する指導

原則」において、企業が人権尊重において果たすべき役割 

として、「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンス 

（以下、人権DD）」「救済」の3つが求められています。当社

グループは「人権方針」について、社外専門家や社内専門部

署との対話を通じて検討し、経営会議、取締役会での議論

を経て、2022年9月に制定しています。また、2023年11月

には、「人権DD」の運用を開始するとともに、「救済」につい

ては、すでに運用中の苦情処理メカニズムをさらに実効性

の高いものにするべく、引き続き改善を図っていきます。

　倫理綱領・行動規範では、「人間性の尊重という基本精神

に立ち、性別、性的指向、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、

宗教、社会的身分、門地、疾病、障がいなどによる差別や人権

侵害を行いません。」と宣言し、コンプライアンス・マニュアル

においても、「人権の尊重・差別の禁止」を宣言。そのなか

では、「ハラスメントの排除」も明記しています。

　当社グループは、人権が尊重される社会の実現に向けて、

グローバル企業に期待される人権尊重の責任を果たすため、

国際的な人権に関連する基準などに配慮した事業活動に 

自主的、継続的に取り組んでいきます。

　当社グループは、前述のとおり、2023年に与信取引の顧

客・サプライヤーと外部委託先を対象とし、人権DDの運用

を開始しました。これは、全社横断的な「人権対応プロジェ

クト」を立ち上げ、およそ1年間にわたって議論を重ね、制度

設計を行ったものです。2024年4月には購入取引、10月に

は投資取引を追加し、取り組み範囲を拡大しています。

　人権DDに取り組むにあたり、制度設計においては、以下

2点の要素を取り込んでいます。

1. 人権侵害懸念の情報に基づく取引先のスクリーニング
重大リスク分野における人権侵害懸念の情報が存在する

顧客やサプライヤーなどの取引先を抽出する仕組みを 

構築しました。

2.  取引先への対話（エンゲージメント）による  
人権侵害リスクの解消
スクリーニングにより懸念があると確認された取引先に

は、対話（エンゲージメント）を行い、実際の状況や当該

取引先の対応などを確認することで、人権尊重の取り組み

を当該取引先に促します。

　人権DDの最大の目的は、対話を通じた取引先の人権意

識の向上・改善によって、当社グループの企業活動における

人権リスクを防止・軽減することにあります。取引先との対話

を重ねることにより、人権DDへの対応経験を蓄積し、さら

に実効性を高めていきます。

重大リスク分野の特定
　さまざまな類型がある人権課題において、有効性を備え

た対応とするために、国連グローバル・コンパクトの原則に

照らして、人権 DDの前提となる重大リスク分野を以下の 

とおり決定しました。

　当社グループは、2015年に英国で施行された現代奴隷法に基づき、奴隷労働や人身売買等を防止すべく取り組んでいる 

内容についての声明を、Mitsubishi HC Capital UKのホームページで公表しています。

　当社グループでは、人権に関する教育・啓発を従業員に

実施し、確実な人権対応を図っています。

　2023年度は、人権DDの運用開始に合わせてビジネスと

人権、当社グループの人権方針や人権対応、職場のハラス

メント防止強化などを含む「人権基礎講座」をeラーニング

にて実施し、日本国内の約5,000人におよぶ従業員全員が

受講しました。さらに、中途入社者向けの人権講座や、コン

プライアンス、ダイバーシティ、障がい者、サステナビリティ

の各テーマにおけるeラーニングを実施し、延べ約27,500

人が人権に関して学んでいます。

　また、集合研修では、新入社員の人権講座、管理職向け

のハラスメント防止を含む研修、ダイバーシティの各研修を

14回実施し、延べ約400人が受講しています。

人権に対する考え方

人権デュー・ディリジェンスの取り組み

英国現代奴隷法への対応

人権に関する教育・啓発

詳細はウェブサイトをご覧ください。（英文のみ）
http s ://ww w .mitsubishihccapital.co.uk/media/lrceeyp3/2024-mhcuk-anti-slavery-statement-final-25-09-24.pdf

人権デュー・ディリジェンスの高度化に向けて

現場や外部専門家の意見を取り入れて制度の改善・強化を推進

差別とジェンダー 周辺地域への影響

労働安全衛生 強制労働・人身売買 児童労働

人権方針（冒頭部分）

私たち三菱ＨＣキャピタルグループは、人権の尊重を経営における重要課題と認識し、事業活動のすべてにおい
て、その責任を果たします。
私たちは、関係するステークホルダーとの対話・協働により、現代奴隷、強制労働、人身売買、児童労働など、
あらゆる形態の搾取的労働慣行を三菱ＨＣキャピタルグループの事業およびサプライチェーンから排除します。
私たちは、人権が尊重される社会の実現に向けて、自社の事業と関係する人権リスクに、真摯かつ適切に対応
することで、グローバル企業に期待される人権尊重の責任を果たします。
私たちは、柔軟な働き方の実現や多様な価値観を尊重し、個々の能力を最大限に発揮できる働きやすい職場環
境の構築を図ります。

　企業が人権尊重の役割を果たすためには、新たなルールを制定することや、既存の制度を踏ま
えて検討することが重要で、「人権対応プロジェクト」においては、制度の運用に関わる各部の間
で粘り強く議論を重ねています。メンバー1人ひとりが専門知識を生かしつつ、意見やアイデアを
活発に出してくれることが本当に心強いです。最近では人権DDに関する従業員からの問い合わ
せも増えてきており、制度が徐々に浸透し、意識向上につながっていることを実感しています。
　制度設計においては、営業部門をはじめとする現場の意見も取り入れていますが、引き続き外
部専門家との意見交換も行い、改善・強化を図っていきます。今後も、各国の法令下での対応や 
実態調査を踏まえ、国内外グループ各社とのコミュニケーションも深めながら、ステークホルダー
の人権尊重に当社グループ一体となって取り組んでいきます。
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詳細はウェブサイトをご覧ください。
http s ://ww w .mitsubishi-hc-capital.com/pdf/sustainability/various_policies/human_rights_policy.pdf
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人権への取り組み
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